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〔Abstract〕

Thisstudyaimedtocladfyasbestosrelatedproblemsandsupportsandtoidendfytheroleofnursesrelated

toasbestoshealth consultadonbyqualitadvely-aly2:ing344consultadonrecordsfromasbestosnon-pro丘t

organizations(NPO).

Classi丘CadonofproblemspresentedtoNPO asbestosconsultadonfe皿intofourcategories:problems

rela血gtotheasbestosexposure;problemsrelatingtodeveloplngasbestos-related-diseases;problemsfaced

bypadentsandproblemsoffamilieswholosttheirreladvesbecauseofasbestosICharacterisdcsnursmgln

asbestoshealthconsultationwereto:instructprevendonofexposureandonsetofrelateddiseasesandadvice

appropnatemedicalcheckups:acceptfearofrehteddiseasesandassurenecessaryassistance:assistpadent-d

bereavedwith applicationofcompensadonandintroducepatientandbereavedsupportgroupandNPOI

Nursingcarein asbestoshealdlWastO:(1)acceptconsulterrsproblems;(2)enableconsulterstofacetheir

problemsbylistening;(3)dadfy theproblemswith consulters;(4)recomm endsolutiOnsbasedontheir

experdseorthemedicalevidenceand(5)referraltotheappropriatespeciahsts･
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〔要 旨〕

石綿NpOの相談記録 344件を質的に分析することで,人々が抱える石綿に関する問題と支援を明らか

にし,石綿健康相談における看護職の役割を検討した｡

その結果,相談内容から,石綿曝露に関連する問題,石綿曝露後の関連疾患発症に関連する問題,石綿

関連疾患患者が直面する問題,石綿関連疾患患者の遺族が抱える問題の4つのカテゴリーが抽出された｡

石綿健康相談に特有な看護は,曝露と発症の予防法指導及び健診の助言を行い,曝露した者の発症不安を

受け止めて支援を約束し,患者と遺族に医療保障制度申請の支援と患者 ･遺族会やNPO紹介を行うこと

である｡具体的には,医療機関に限らず地域や職域で,人々が抱える問題を受け止め,訴えを傾聴するこ

とで相談者自身が問題と向き合う準備を整え,相談者と共に問題を明確にし,解決のために専門的知識や

エビデンスに基づく助言や,適切な専門機関への橋渡しや個別支援を通じてネットワークを構築行う｡
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Ⅰ.研究の背景

石綿は,建材や工業製品などに広く用いられてきたが,

肺がんや中皮腫などの健康被害を起こすことが知られる｡

わが国は商業的に1890年代より石綿の使用を始め,

2004年に ｢原則禁止｣ した｡わが国の石綿関連肺がん

は1960年頃に,中皮腫は1973年に初めて報告された｡

2005年の中皮腫による死亡は1,068件で1),石綿関連肺

がんは,正確なデータはないものの,世界の石綿関連疾

患の診断基準を定めたヘルシンキクライテリアで石綿関

連肺がんは中皮腫の2倍とされる2)ことから,年間約

2,000件に上ると推定される｡日本人男性の悪性胸膜中

皮腫は今後更に増加 し,2000年から40年間で 10万人

が死亡すると予想される3)｡石綿による健康障害は産業

保健で扱われることが多かったが4),2005年の尼崎の工

場周辺住民の中皮腫発生5)により,一般住民に石綿-の

健康不安が広がった｡国は2005年に石綿に関する相談

窓口を開設したが,それ以前は2003年に設立されたA

石綿NpOの呼吸器内科医師と労働衛生の専門家が行政

に先駆けて全国の電話相談事業を実施 してきた｡2006

年には石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下,

救済法)が制定され,労働災害補償制度 (以下,労災)

対象以外の肺がんや中皮腫患者も医療費等の給付が受け

られるようになった｡救済法申請窓口が保健所にも設置

されたことから6),石綿に関する問題に対する看護の充

実が期待されている｡村松7)は看護相談における問題を

｢対象者の健康回復,健康の保持 ･増進,および生命力

が発展すること-のうごきを阻害する事柄｣とした｡既

に米国では看護職による患者家族の健康被害調査,被曝

者の不安-の支援8),スクリーニングと曝露予防9)が,

英国では治療選択の説明や補償の説明10)が看護職によっ

て行われている｡石綿健康相談において看護を実践する

ためには,人々が抱える石綿に関する問題や不安の内容

を明らかにする必要があるが,日本では石綿関連疾患点

者,家族及び遺族の問題についての報告がある11ト 13)ち

のの,人々が抱える石綿に関する問題の全体像は未だ明

らかにされていない｡

そこで本研究は,人々が抱える石綿に関する問題とそ

れらに対する支援を明らかにし,石綿健康相談における

看護職の役割を検討することを目的とした｡

本研究では,｢石綿関連疾患｣を中皮腫,石綿関連肺

がん,石綿肺,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚,胸膜

肥厚斑等とし,｢問題｣を身近な石綿や石綿関連疾患に

よって生じた,相談者が解決を望む事柄や課題とする｡

Ⅰ.研究方法

1.研究対象

本研究は2003年に設立されたA石綿NPOが厚生労

働科学研究委託で回答 した典型的な434件の相談記

録14)15)を看護の視点から再分析したものである｡同NPO

の相談月は,呼吸器内科医師及び労働衛生と環境衛生に

経験のある専門家である｡研究対象は,2003年 9月か

ら2006年 12月に同NPOに電話またはメールで寄せら

れた数千件の相談から,①これまでに内容がほぼ同一と

考えられる相談事例がなかった,②個人が特定されない,

という基準で同NPOが典型的な事例とした434件の相

談記録から,同NPOの呼吸器内科医師1名と看護研究

者2名で,｢石綿除去工事の方法はこれでいいか｣｢工事

中の建物から石綿が出たので対策を教えてほしい｣など

石綿建築工事の方法,｢石綿含有検査を行っているとこ

ろを紹介してほしい｣など石綿に関する検査 ･工事業者

の紹介依頼など,直接健康に関連しないもの,｢石綿の

動物への影響はあるか｣｢外国の大気中の石綿規制状況

を知りたい｣など,看護職の専門知識では回答が困難な

ものを除外した｡ただし,これらの相談内容について相

談者が心理的困難を有し,話を聞くことで看護が心理困

難の軽減が可能と考えたもの,情報や他の専門職を紹介

することで看護が貢献可能なものは対象とした｡以上の

基準により90件を除外した344件の相談記録を今回の

分析対象とした｡

2.分析方法

研究デザインはレトロスペクテイブ研究で,相談記録

の相談内容と支援内容について質的帰納的分析を行った｡

石綿に関して相談者の問題とそれらに対する支援策を以

下の手順で分類した｡

1)相談記録を,相談者の属性,相談内容,相談員の

対応からなる分析用紙に転記し,相談者の属性について

単純集計を行った｡

2)相談内容から,相談者の抱える問題を一項目につ

き一枚のカードに書き写し,意味内容で類似しているカー

ドをひとまとめにラベルをつけ,内容で不明な点は記入

者に確認を行った｡ラベルがついたカードと,つかない

カードを同様に僻撤し,上位のラベルを形成した｡これ

を上位ラベルが作成できなくなるまで繰り返した｡この
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表 1 人々が抱える石綿に関する問題

(相談事例数n=344件.相談内容=395項目)

カテゴリー (4) サブカテゴリー (26) 項目数 具体例

建物からの石綿曝露への懸念 84 自宅の天井に石綿が入っていないか心配だ｡

製品からの石綿曝露への懸念 27 蚊取り線香の台に石綿が入っているか｡

業務からの石綿曝露への腰念 23 農業による石綿曝露について知りたい｡

水道水や大気からの石綿曝露への腰念 7 水道水に石綿は含まれるか｡

石綿曝露に関連 工場や工事現場からの石綿曝露への腰念 7 近隣で工事をしており､石綿が飛ばないかLl配だ｡
する間毘
168項目

石綿の確認以前での漠然とした不安 6 学校の天井を2.3回つついたが大丈夫かO

労働者の衣服からの石綿曝露の魔念 5

回りのもの全てに石綿があるような漠然とし 5
た不安

石綿を扱う者の衣服から家族が曝露する危険はある
か｡

近くの工場からの臭いは石綿か｡

震災からの石綿曝露への腰念 4 大きな地震で石綿が飛散することはあるか｡

石綿曝零後の石
綿関連疾患発症

健康対策や発症予防法に関する助言希望

発症リスクを知りたいという要望

将来発症するのではないかという不安

に関連する問題 同僚の発症で発症が現実味を帯びたことによ
140項目 る恐怖

症状出現による絶望

曝露の影響をすぐに確かめたいという欲求

49
健康管理はどのようにしたらいいか｡病気にならな
い方法を知りたい｡

32 どれ位の確立で病気になるか｡

30
石綿に曝犀した｡病気になったらと思うと心配で眠
れない｡

12 同僚が病気になった｡自分も発症するのではないか｡

12 咳がでるがどうしていいかわからない｡

子どもの学校で石綿が見つかり.心配なのでX線
をとりたい｡

石綿関連疾患患
者が直面する問

責三

発症の原田究明願望

労災 ･救済法申請に伴う困難

疾患 ･検査 ･治療法に関する知識や情報を得
たいという要求

65項目 適性な医療機関へのアクセス要求

治療の難しい病気と診断されたショック

29 中皮腫と診断されたが.仕事によるものか｡

16 申請方法が難しくて労災申請ができない｡

9 石綿肺とはどんな病気か｡

中皮腫と診断されたが.治療 してくれる病院が見つ
からない｡

若いのに中皮腫と診断されてショックだ｡

労災 ･救済法申請に伴う困難

家族の死の原因究明願望

石綿関連疾患患 家族を寿命より早く奪われた無念盛

者の遺族が抱え 過失がないのに発症 した家族の無念を悼む気
る問題 持ち
22項目

石綿を使用してきた社会への怒り

仕事で暴霧した家族に済まないという気持ち

9 本人は死亡したが労災を申請できるか｡

6 石綿関連の仕事はしていないのになぜ発症したのか｡

3 こんなに早く死ぬ人じゃない｡石綿が憎い｡

2 母は真面目に働いただけなのに｡

･ 亨警告漂.'ていた社会が憎い･使わない世の中にし

1 家族のために働いてくれたからと思うと辛い｡

抽出作業は研究メンバー2名が2回ずつ行った後,結果

を統合 しカテゴリーに命名 した｡問題に対 し行われた支

援内容を一項 日毎にカー ドに書 き写 し,相談内容 と同様

の手順で分類を行った｡

3)最後に研究者全点で344件の相談記録に立ち返 り,

それぞれの相談者が相談するに至った相談者にとっての

問題が,抽出されたカテゴリーによって表されているか,

同様に相談員が行った支援策が抽出されたカテゴリーに

よって表されているかを検討することで妥当性を確認 し

た｡

3.倫理的配慮

研究に先立ち,A石綿 NpOの責任者に調査への相談

記録の使用について了承を得た｡同NPOはホームペー

ジで電話による石綿相談受付を公示 し,相談内容が個人

を特定 しない形で研究目的に使用される旨を明記 してい

る｡さらに相談時に不利益を得ずに拒否できることを説

明し,了承が得 られたもののみを対象 とした｡相談記録

には,氏名,住所,会社名など個人を特定できる情報は

含まれない｡データは厳重に管理され,分析終了後に廃

棄する｡なお,本研究は聖路加看護大学研究倫理審査委

貞会の審査を受け,承認された (承認番号 07-055)0

Ⅳ.結果

1.相談者の属性

相談者は20代から90代の男女 344人で,居住地域は

全国にわたった｡

2.人々が抱える石綿に関する問題 (表 1)

344件の相談内容に含まれた問題は395項 目に上 り,

26のサブカテゴリーが抽出され,｢石綿曝露に関連する

問題｣｢石綿曝露後の石綿関連疾患発症に関連する問題｣

｢石綿関連疾患患者が直面する問題｣｢石綿関連疾患患者
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の遺族が抱える問題｣の4つのカテゴリーに帰結した｡

｢｣内は相談者の言葉を引用したものである｡

1)石綿曝露に関連する問題 168項目

石綿があるのかどうかも含め,石綿に曝露したのかわ

からないことに関連する問題である｡｢自宅の天井に石

綿が入っていないか心配だ｣のような建物 (84項目),

｢蚊取 り線香の台に石綿が入っているか｣のような製品

(27項目),｢農業による石綿曝露について知りたい｣の

ような業務 (23項目),水道水や大気 (7項目),工場や

工事現場 (7項目),労働者の衣服 (5項目),震災 (4

項目)からの石綿曝露の懸念であった｡｢近くの工場か

らの臭いは石綿か｣と,周りのものすべてに石綿がある

ような漠然とした不安 (5項目)や,｢学校の天井を2,

3回つついたが大丈夫か｣と,石綿の確認以前での漠然

とした不安 (6項目)もあった｡

2)石綿曝零後の石綿関連疾患発症に関連する問題 140

項目

過去の石綿曝露は明確だが,現在発症しておらず,将

来石綿関連疾患が発症するのではないか,どの程度発症

するのか,など石綿曝露後の関連疾患発症に関連する問

題である｡｢石綿に曝露した｡病気になったらと思うと

心配で眠れない｣｢小さい子どもがいるのに発症したら

どうしよう｣など,将来発症するのではないかという不

安 (30項目)は,同僚が発症すると ｢自分も発症する

のではないか｣と発症が現実味を帯びたことによる恐怖

(12項目)となり,症状が出現するに至って ｢咳が出る

がどうしていいかわからない｣という絶望 (12項目)

に変わった｡｢健康管理はどのようにしたらいいか｣｢病

気にならない方法を知 りたい｣などの健康対策や発症予

防法に関する助言希望 (49項目)や,｢どれくらいの確

率で病気になるか｣と発症リスクを知りたいという要望

(32項目)もあった｡｢子どもの学校で石綿が見つかり

心配なのでⅩ線をとりたい｣のように石綿曝露の影響

をすぐに確かめたいという欲求 (5項目)があった｡

3)石綿関連疾患患者が直面する問題65項目

石綿関連疾患を発症した者が直面する問題である｡

｢中皮腫と診断されたが,仕事によるものか｣という発

症の原因究明願望 (29項目),｢申請方法が難しくて労

災申請ができない｣という労災 ･救済法申請に伴う困難

(16項目),｢石綿肺とはどんな病気か｣のように疾患 ･

検査法 ･治療法に関する知識や情報を得たいという要求

(9項目),｢中皮腫と診断されたが治療 してくれる病院

が見つからない｣という適正な医療機関へのアクセス要

求 (8項目),｢若いのに中皮腫と診断されてショックだ｣

という治療の難しい病気と診断されたショック (3項目)

であった｡

4)石綿関連疾患患者の遺族が抱える問題22項目

石綿関連疾患で家族を失った遺族からは ｢本人は死亡

したが労災を申請できるか｣等,労災 ･救済法申請に伴

う困難 (9項目),｢石綿関連の仕事はしていないのにな

ぜ発症したのか｣という家族の死の原因究明願望 (6項

目),｢こんなに早く死ぬ人じゃない｡石綿が憎い｣と,

家族を寿命より早く奪われた無念感 (3項目),｢母は真

面目に働いただけなのに｣と,過失がないのに発症した

家族の無念を悼む気持ち (2項目),｢石綿を使っていた

社会が憎い,使わない世の中にしてほしい｣など石綿を

使用してきた社会-の怒り (1項目),｢家族のために働

いてくれたからと思うと辛い｣と,仕事で石綿に曝露し

た家族に申し訳ないという気持ち (1項目)があった｡

3.石綿健康相談に対して実施された支援策 (表2)

344件の相談事例に対して実施された支援策は450項

目で,26のサブカテゴリーが抽出され,10カテゴリー

に帰結した｡

(1)石綿曝露の有無の判定 114項目:相談者の情報をも

とに,曝露源の石綿の有無を判定した (69項目)｡判定

が困難な場合は方法を示し (43項目),高度な専門知識

が必要なものは相談月が調査した (2項目)｡

(2)石綿曝露予防法の指導 95項目:石綿の曝露の危険

があるものに対 し,製品使用や作業の中止指導 (76項

目),防御具使用の指導 (13項目),石綿を有する建物

の対策指導 (6項目)が行われた｡

(3)石綿関連疾患発症のリスク判定45項目:石綿の種

類,曝露期間,頻度などの情報をもとに発症リスクの判

定 (37項目)が行われた｡相談者の情報では判定が難

しい場合は確認方法の指導 (6項目),判定に高度な専

門知識が必要な場合は相談員による調査 (2項目)が行

われ,外部専門家への相談,文献調査,専門委月会の設

置に至るものもあった16)0
(4)石綿曝露後の健康対策指導 64項目:石綿曝露によ

る健康影響が一定以上ある場合,発症危険時期に基づく

健康診断指導 (31項目),症状があるものへの受診指導

(25項目),禁煙と今後の石綿曝露予防を含む発症予防

策指導 (8項目)が行われた｡

(5)石綿曝露直後のⅩ線検査予防3項目:石綿-の曝

露から間もない相談者で,不安のあまりにⅩ線検査と

希望するものには,曝露直後のⅩ線検査が無意味なこ

とを説明してⅩ線検査を行わないよう指導が行われた｡

(6)石綿関連疾患に関する情報提供25項目:石綿関連

疾患とその診断方法および治療法について最新情報が提

供された｡

(7)石綿関連疾患の診断 ･治療が可能な医療機関の情報

提供 15項目:相談者の居住地域で石綿関連疾患の検査,

診断,患者の希望する治療が可能な医療機関が紹介され

た｡

(8)石綿に関する医療保障制度申請の支援 32項目:柿



長松他 :石綿健康相談における看護職の役割一石綿NpOの相談記録の質的分析結果から- ∫

表2 石綿健康相談に対して実施された支援策

(相談事例 N=344件.相談内容=450項目)

カテゴリー(10) サブカテゴリー(26) 項目数 具体例

石綿曝露の 曝露源の石綿の有無の判定
有無の判定
114項目

曝零の危険の確認方法の指導

相談員による調査

69 日本家屋では石綿入りの壁は稀です｡また飛散しやすい状
態ではないので安心して下さい｡

43 製品の製造年と型番を調べて.メーカーに確認して下さい.

2 相談員が伺って詳しいお話を伺います｡

石綿曝露予防法の 製品使用や作業の中止指導 76 石綿を含む製品なので使用をやめて下さい｡
指導 防御具使用の指導 13 防塵マスクを着用フィッティングテストを行って下さい｡

95項目 石綿を有する建物の対策指導 6 吹付け石綿の除去をお勧めします｡

期間が短いので石綿肺の危険はなく,石綿関連肺がんと中
石綿関連疾患発症の 発症リスクの判定 37 買還G)蒜 TJ'三言hpi'lpi'蒜Bmi.'').,J''L蓋貰■芸琵 貰して蒜

リスク判定
45項目

発症リスク確認方法の指導 6 作業時間,作業内容を調べて再度ご連絡下さい｡

相談員による調査 2 相談員が伺って詳しいお話を伺います｡

石綿曝雫後の 発症危険時期に基づく健診指導 31 0歳以降にその時代の最新方法で健診を受けて下さい｡
健康対策指導 症状があるものへの受診指導 25 お近くの病院を紹介 しますので受診して下さい｡

64項目 発症予防策の指導 8 これ以上石綿を吸わないように注意し.禁煙して下さい｡

石綿曝露直後のX線検査予防 3項目 3 石綿関連疾患は潜伏期があるので,現在はX線検査をし
ないで下さい｡

石綿関連疾患に関する情報提供 25項目 25
石綿肺は,職業性石綿曝露でおきる進行性の繊維増殖性変
化を主体とした疾患です｡

石綿関連疾患の診断 ･治療が可能な医療機関の
情報提供 15項目

15 お住まいの近くの○○病院の先生をご紹介します｡

慧 芯 諾 警 笛 詔 諾 畏荒 諾 ES#' 30
32項目 石綿肺等の医療制度の申請指導 2

職業性石綿曝露がある場合は労災補償の対象です｡手続き
について詳しくお教えします｡

石綿に詳しい病院を受診し.石綿肺の程度や治療の必要性.
補作制度について説明してもらって下さい｡

石綿関連疾患発症や 情報収集に基づく発症原因と
死亡と石綿との関連 思われる曝露源の説明

17 変電所は吹付け石綿の多いところとして知られています｡

の説明 27項目 発症原因調査 10 相談員が伺って詳しいお話を伺います｡

安全の保証 9 心配ありませんので安心して下さい0

心理的支援
30項目

いつでも相談を受ける姿勢の表明 6

相談者の大変さへのねぎらい 5

亡くなった方への哀悼の意表示 4

気持ちを受け止める 3

労わりの言葉 2

訴えをよく聞く 1

わからないことがあれば,いつでもご相談下さい｡

病気でさぞご苦労なされていることと思います｡

ご伴侶様のご冥福を心より追悼申し上げます｡

ご心配のことと思います｡本当に悩みますね｡

ご体験を教えていただきありがとうございます｡

(記銀より:自分の悩みを一気に話された｡息切れやX線
の結果についての質問にはお答えされなかった｡)

がんや中皮腫の患者で職業性曝露の者に労災申請,不明

なものに救済制度申請の手続きが指導された (30項目),

石綿肺等の場合は医療制度の申請指導 (2項目)が行わ

れた｡

(9)石綿関連疾患発症や死亡 と石綿 との関連の説明27

項目:職業,居住歴などの情報に基づき,発症原因と思

われる曝露源の説明 (17項目)が行われ,曝露源が不

明な場合は相談月による発症原因調査 (10項 目)が実

施された｡

(10)心理的支援 30項 目:訴えをよく聞いた1項 目は,

それだけで相談者が安心 して相談を終えた｡｢ご心配の

ことと思います｣と気持ちを受け止めたもの (3項目),

｢病気でさぞご苦労なされていることと思います｣ と相

談者の大変さへのねぎらい (5項 目),曝露不安が強い

ものでその危険がなかったものに対 して ｢心配ありませ

んので安心して下さい｣ と安全の保証 (9項目)が行わ

れた｡遺族に対 しては家族の死に対する哀悼の意が示さ

れ (4項 目),家族を失った体験談に対 しては ｢ご体験

を教えていただきありがとうございます｣と労わりの言

莱 (2項 目)が寄せられた｡不安の強いものには,希望

時にいつでも相談を受ける姿勢表明 (6項目)が行われ

た｡

Ⅴ.考察

1.石綿相談に寄せられた多様な間麓の存在

身近な製品から職業まで種類も健康-の影響度も様々

な石綿曝露に関する問題,曝露した人が感じる将来の健

康障害-の強い不安,石綿関連疾患の診断治療が可能な

医療機関に関する情報不足,石綿関連疾患患者のショッ

クや発症原因究明欲求,医療保障制度の申請法の困難さ,

石綿で家族を失った遺族の無念感や怒 りなど,人々は石

綿に関連した様々な問題を持っていた｡本研究における

相談実施機関はNPOであるが,長尾ら17)の報告では石

綿外来や健診を受診した患者も,医学的内容だけでなく

職業歴と曝露,労災補償制度,石綿関連疾患への不安な
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どを相談していた｡このように多様な問題に対応するに

は,医学,労働衛生,建築,法律などの基礎知識と地域

における石綿産業や医療機関の情報,関連機関とのネッ

トワークが必要と考えられた｡

本研究の対象となった相談記録は電話とメールで行わ

れたものである｡これらは相談者が様々な問題を気軽に

利用できる半面,限られた時間やメールの枠内で信頼関

係を作り,情報を収集して相談者の問題を把握し,援助

を行わなくてほならないという限界がある｡このような

形態の相談事業は今後増加するものと思われるが,問題

解決の難しい相談者を面接や家庭訪問あるいは他の専門

職につなげるための第-ステップとして活用すべきと思

われた｡

2.心理的支援の重要性

相談者が訴える問題として多くの心理的困難が存在し

ていた｡これまで石綿曝露に関する不安8),石綿関連疾

患の発症不安13),石綿関連疾患の症状出現時や診断時に

患者が感じる強い不安11ト13)が報告されているが,具体

例を示した詳しい内容は見当たらない｡本研究で遺族が

感じた石綿に家族を奪われた無念さや怒りは中皮腫 ･石

綿疾患 ･患者と家族の会12)の調査結果と一致した｡さら

に本研究は,患者の心理的困難が,石綿関連疾患が難治

性であること,既知の有害物質によること,職業曝露に

よること,石綿曝露した者すべてが発症するわけではな

いことなどによってもたらされること,患者や遺族が原

因究明や石綿曝露の再発防止を望むことなどを示した｡

このように多様性のある石綿に関する心理的困難を理解

し,専門的知識やエビデンスに基づいて助言を行い,逮

切に対応することが求められていると考える｡

3.相談事業における看護職の役割

相談者の問題に対して相談員は,心理的支援,石締曝

露の有無や石綿関連疾患の発症リスク判定,石綿曝露予

防や健康対策の指導,石綿曝露直後のⅩ線検査予防,

石綿関連疾患や医療機関に関する情報提供,石綿関連疾

患と石綿の関連についての説明,医療保障制度申請の支

援などを行っていた｡石綿健康相談における具体的な看

護の方法は,相談者は何かしら問題を抱えて相談してき

たのだから,まず,相談者の問題を受け止める｡これは,

平山19)が看護相談の特徴として ｢健康障害の有無にかか

わらずとりあえず相談者の問題を受け止める｣と述べて

いる通りである｡次に,相談者の多くが混乱や不安にあっ

たことから,相談者の訴えに耳を傾ける｡これは,相談

者は話すことで気持ちを整理し,問題解決に向けて必要

な援助を受け入れる準備を整える20)からである｡そのの

ちに,相談者からの情報をもとに相談者の問題を明確に

し,看護職が有する知識と経験,地域の産業や医療機関

に関する情報及び関連機関とのネットワークを用いて問

題解決を図る｡しかしながら,石綿健康相談には看護職

では解決できない問題も含まれていたため,それらにつ

いては,平山19)が ｢自分で解決できないものや,他の専

門家による解決のほうが好ましいものを他に委ねる｣と

したように,適切な専門機関へと腐渡しや個別支援を通

じてネットワークを構築する｡未知の難治性疾患を発症

する石綿に関して漠然とした不安や恐怖を抱く相談者も

いることから,これらのすべてのプロセスで相談者の訴

えをよく聞き,心理的困難の軽減に努めることが必要で

ある｡特に心理的困難が強いもの,不眠などの身体症状

を有するもの,子どもの曝露者に対しては,精神科やカ

ウンセラーの紹介も検討すべきであろう｡石綿関連疾患

発症の不安や,既知の有害物質で家族を失った遺族の無

念さは,理解してもらう機会が少ない上,相談者がずっ

と持ち続けていかなくてはならない問題である｡菱沼

ら21)が ｢医療者,家族,友人に話せないことを聞いても

らうニーズを看護職が受け止める｣としたように,石綿

に関連する問題をもつ人々にとって,思いをよく聞いて

もらう機会を得ることは大きな支援となるものと思われ

る｡RodgefS22)が ｢セラピス トが患者に与えうる最大の

ものは,その人の感情に別の人間として喜んで寄り添い,

ともに歩むこと｣としたように,話をよく聞き,辛い気

持ちへの理解を示すことが求められている｡これまでは

石綿に関する問題に寄り添い,心理的支援を提供する機

関がほとんどなかったが,全国保健所に石綿健康相談が

開かれたことから,地域住民,患者や家族及び遺族の心

理的困難軽減への看護職の貢献が期待される｡

4.石綿健康相談における看護職の役割

人々が石綿に対して不安を抱き,曝露した者は長期間

発症に関する不安をもち,発症した患者や遺族が強いショッ

クや被害感情や原因究明願望と社会的な痛みで苦しむ背

景には,石綿関連疾患は長い潜伏期のある難治性疾患で

あり,避けることのできた社会的な疾患であることが関

連していると考えられた｡これらの石綿関連疾患の特徴

を考慮し,相談内容の4つのカテゴリー時期に対応した

石綿健康相談における看護職の役割を以下に考察する｡

石綿曝露に関連する問題では,建築物に大量に残る吹

き付け石綿等から曝露を予防し健康障害を予防すること

が可能であり,健康相談を予防の機会として有効活用す

ることが重要となる｡大気汚染防止法の関連部署を有す

る保健所の役割は大きく,保健所保健師は住民から相談

が持ち込まれた場合,建物,製品,業務,その他に関し

て,厚生労働省23ト25),国土交通省26),NPO 27)などによる

webサイトやマニュアル14)15)等を活用した対応を行う.

保健所 ･自治体の大気汚染防止法関連部署や労働基準監

督署の監督課と連携し石綿の飛散防止を指向し,複雑な
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事例ではリスクコミュニケーション経験の豊富な石綿関

連 NPOの依頼 も考慮する｡

石綿曝露後の石綿関連疾患発症前に関連する問題につ

いては,保健師が禁煙や曝露予防のマスクの指導等で発

症予防を行い,早期発見のため可能な場合は産業医や内

科医及び労働基準局と連携 し石綿健康管理手帳制度の申

請援助を行う｡長期にわたる発症-の不安や恐怖を抱き

続ける人々の訴えを受け止め,必要な時はいつでも支援

することを約束する｡職業曝露の者に対 しては産業保健

師が果たす役割となるが,職業曝露以外で曝露 した者や

中小零細企業の労働者の発症不安については今後の課題

が残されている｡

発症 した石綿関連疾患患者が直面する問題については.

臨床看護師が最 も身近な看護提供者 となる｡がんのケア

に加え,社会-の怒 りや被害感情をもっことも理解 して

看護にあたり,主治医やケースワーカー,労働基準監督

署の労災補償課や環境再生保全機構等との連携が必要と

なる｡労災 ･救済制度の申請が難航する,原因の究明を

強 く望む場合に石綿関連 NPOの活用や,社会的痛みが

強い場合に臨床心理士や患者家族団体を紹介することも

解決につながる｡保健所保健師も,救済法制度の申請に

あたって,労災制度の活用相談を含め看護師同様の看護

を提供することができる｡

石綿関連疾患患者の遺族が抱える問題に対 しては,が

んに対するグリーフケアに加えて遺族が有する社会的痛

みに対するケアを行う｡希望者には,臨床心理士や患者

家族団体を紹介することも期待 される｡看護提供者 とし

て,ホスピス看護師や在宅看護の看護職及び保健所保健

師による看護提供が期待 されるが,家族へのグリーフケ

アを行わない医療機関で患者が死亡 した場合や労災 ･救

済法申請を行わない場合の看護提供が課題に残る｡

本研究の限界 として,調査対象が石綿 NPO に寄せら

れた相談に限定されていること,全相談の典型例のみが

分析対象であること,調査項目に相談者や相談員の満足

度が含まれないことが挙げられる｡今後の研究-の示唆

として,石綿健康相談に対する相談者の満足度や保健所

等,近年石綿健康相談を開始 した機関を対象 とする調査

が望まれる｡

Ⅵ.結論

人々が抱える石綿に関する問題とそれらに対する支援

を明らかにし,石綿健康相談における看護職の役割を検

討するために,石綿関連 NpOの相談記録 344件に含ま

れる相談内容と支援策を質的に分析 した｡その結果,人々

の石綿に関する問題として,｢石綿曝露に関連する問題｣
｢石綿曝露後の石綿関連疾患発症に関連する問題｣｢石綿

関連疾患患者が直面する問題｣｢石綿関連疾患患者の遺

族が抱える問題｣の4つのカテゴリーが抽出された｡石

綿健康相談に特有な看護は,建物や地震の際の石綿曝露

と発症の予防法指導及び曝露の程度と時期に合った健診

についての助言を行い,曝露 した者が抱 く長期の発症不

安をよく受け止めて支援を約束 し,患者 と遺族に対 して

は対象 となる医療保障制度申請の支援を行い,被害感情

や原因究明願望に対 しては患者 ･遺族会やNPOを紹介

することである｡具体的には,石綿に関して相談者が抱

える問題を受け止め,訴えをよく聞くことで相談者自身

が問題 と向き合う準備を整え,相談者 とともに問題を明

確にし,解決のために専門的知識やエビデンスに基づい

た助言や.適切な専門職への橋渡 しや個人支援を通 じて

ネットワークを構築することと考える｡

調査は,文部科学省科学研究費 (平成 19-22年度基

坐 (C)課題番号 :19592610)の助成を受けて行った｡
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